
公
用
車
を
売
却
し
ま
す

　入
札
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と

を
確
認
く
だ
さ
い
。

■�

入
札
参
加
資
格
者
は
、
市
内
に
住

所
を
有
す
る
個
人
、
ま
た
は
所
在

地
を
有
す
る
法
人
と
し
ま
す
。

■�

入
札
に
参
加
希
望
の
方
は
、
必
ず

入
札
申
し
込
み（
受
け
付
け
）が
必

要
で
す
。
法
人
に
つ
い
て
は
、
登

記
事
項
証
明
書（
現
在
事
項
証
明

書
）も
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■�

予
定
価
格
以
上
の
最
高
価
格
で
入

札
し
た
方
に
売
却
し
ま
す
。

■�

車
両
は
現
状
の
ま
ま
で
引
き
渡
し

ま
す
の
で
、
入
札
に
参
加
す
る
方

は
必
ず
事
前
に
車
両
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

■�

車
両
説
明
会
に
不
参
加
の
方
が
入

札
に
参
加
し
た
場
合
で
も
、
説
明

事
項
に
つ
い
て
、
全
て
承
知
し
て

い
る
も
の
と
見
な
し
ま
す
。

■�

１
台
ご
と
の
入
札
と
し
ま
す
。
入

札
に
は
必
ず
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印

不
可
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■�

希
望
車
両
の
番
号
に
関
わ
ら
ず
購

入
希
望
者
は
全
員
、
入
札
受
け
付

け
時
間
ま
で
に
来
場
く
だ
さ
い
。

■�

入
札
開
始
時
間
に
遅
れ
る
と
、
入

札
に
参
加
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■�

関
係
書
類
は
、
本
庁
４
階
財
産
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
課
、
各
支
所
お
よ
び

甑
島
振
興
局
ま
た
は
市

上
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

本
庁
財
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
財
産

管
理
Ｇ（

４
７
７
２
）

売却車両

№ 年式・車名
種別・用途 形状 型式 車検期限 走行距離

1 平成 7年・スズキ
軽自動車・特種 消防車 V-DD51T R5.1.29 5 千 km

2 平成 10年・ホンダ
軽自動車・特種 消防車 V-HA4 期限切れ 4千 km

3 平成 6年・三菱
軽自動車・特種 消防車 V-U42T 改 期限切れ 3千 km

4 平成 10年・トヨタ
普通・特種 消防車 GB-YY101 期限切れ 9千 km

5 平成10年・トヨタ
普通・特種 消防車 GB-YY101 期限切れ 6千 km

6 平成 12年・トヨタ
普通・特種 消防車 KG-LY152 期限切れ 4千 km

7 平成 12年・トヨタ
普通・特種 消防車 KG-LY152 期限切れ 3千 km

8 平成 12年・いすゞ
普通・特種 消防車 KK-NKS71GAR 期限切れ 1千 km

9 平成 11年・日野
普通・特種 消防車 KK-GD1JGDA改 期限切れ 5万 7千 km

10 平成 14年・日野
普通・特種 消防車 KK-GD1JGDA改 期限切れ 2万 8千 km

11 平成 6年・いすゞ
小型・貨物 キャブオーバ U-NKR69EA 期限切れ 3万 7千 km

12 平成 16年・ニッサン
小型・貨物 キャブオーバ TC-SK82TN 期限切れ 14万 9千 km

13 平成 8年・三菱
普通・特種 図書館車 KC-BE438E 期限切れ 10万 9千 km

14 平成 12年・三菱
普通・貨物 バン KK-FE63EEX 期限切れ 18万 6千 km

15 平成 16年・ニッサン
普通・乗用

ステーション
ワゴン TA-QGE25 R5.4.25 7 万 2千 km

16 平成 25年・トヨタ車体
原動機付自転車・乗用 - ZAD-TAK30 - 4 千 km

17 平成 25年・トヨタ車体
原動機付自転車・乗用 - ZAD-TAK30 - 2 千 km

入札受付期間
時 場所

11/25（金）～ 12/9（金） 本庁４階　財産マネジメント課

売却車両説明会	 	
時 場所 売却車両No.

12/2（金）　10:00 ～ 市消防局西部消防署（水引町） No. １～ 11

12/2（金）　14:00 ～ 市シルバー人材センター（百次町） No.12 ～ 17

入札
時 場所

12/20（火）　13:30 ～ 本庁６階　601 会議室

42022.11.25 広報

川内保健センターからのお知らせ

※�川内地域以外の母子健康手帳交付および健康相談（成人・母子）については、
随時実施しますので樋脇・入来・東郷・祁答院地域は川内保健センターへ、
里・上甑・下甑・鹿島地域は甑島振興局へご連絡ください。
※�臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い合わせください。

事　　業 時

母子健康手帳交付 毎週火曜日（祝日を除く）
9:00 ～ 9:20 受付

健康相談（成人・母子）
※要予約

毎週火曜日（祝日を除く）
10:00 ～ 11:30

■発　行
薩摩川内市
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
　　　　　　  0996（23）5111   0996（20）5570
　　　　　　  0996（22）8115（直通）
　　　　　　  ※音声案内後に内線番号を押してください。
閉庁日および時間外   0996（23）5115
■編　集
本庁未来政策部秘書広報課（ 4121・4122）
koho@city.satsumasendai.lg.jp

■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173
　　　　　　 �0996（37）3111��� 0996（37）2252
入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　　　　　 �0996（44）3111��� 0996（44）3117
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362
　　　　　　 �0996（42）1111��� 0996（42）0767
祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67
　　　　　　 �0996（55）1111��� 0996（55）1021
甑島振興局　〒896-1201　上甑町中甑481-1
　　　　　　 �09969（2）0001��� 09969（2）1490
　里市民サービスセンター　〒896-1192　里町里1922
　　　　　　 �09969（3）2311��� 09969（3）2912
　鹿島市民サービスセンター　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10
　　　　　　 �09969（4）2211��� 09969（4）2672
下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819
　　　　　　 �09969（7）0311���� 09969（7）0753
消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1
　　　　　　 �0996（22）0119��� 0996（20）3430
水道局　　　〒895-0074　原田町22-10
　　　　　　 �0996（20）8500��� 0996（20）8512
■広報電話

0120（894）256
※夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。

■新型コロナワクチン接種　コールセンター
�050（3850）0018
※月曜日〜土曜日の8：30 〜 17：30　※日曜日・祝日は休み

やくしょにコール

　SDG ｓ（持続可能な開発目標）とは、「世界の中
にある環境問題、差別、貧困、人権問題といっ
た課題を世界のみんなで 2030 年までに解決し
ていこう！」という目標のことです。17の目標
と 169のターゲットから構成されています。

～見えない水！？バーチャルウォーター～
　バーチャルウォーター（仮想水）とは、輸入した食料を、もし自
分の国で作るとしたときにどれくらいの水が必要か計算したものです。
　例えば、牛肉を生産するためには、牛の餌となるトウモロコシを育てるた
めの水や牛の飲み水など、たくさんの水が使われます。もし、この牛肉を輸
入したとすると、その分のバーチャルウォーターも輸入したことになります。
今日からできる SDG ｓ【水不足問題を考える】

【問題】カレー一杯をつくるために必要とされるバーチャルウォーターは！？
① 約 200 リットル　②　約 500 リットル　③　約 1，000 リットル

ヒント：お風呂1 杯約 200 リットル
　2025 年には世界の人口の３分の 2 が水不足になると予測されています。
　輸入に頼る日本では、歯磨き、手洗い、お風呂といった、“ 目に見える水 ”
以外にも、たくさんの水を使っています。
　世界の水不足問題は、日本にも無関係な話ではありませんね。
　水不足問題の解決に向けて、今日からできることはないか、考えてみましょう。

【答え】③

※ 「SDG ｓチャレンジ」は、SDG ｓの普及啓発を行う際に用いる、本市の統一的キャッチ
コピーです。

ゴール 6：「安全な水とトイレを世界中に」

問合先／�市民健康課健康増進第１・第２G（川内保健センター内）（22）8811
甑島振興局

※納期限内に納付することが困難な場合は、本庁収納課（ 2450）へ

税の納期（12月分）

今月の「Ｓ
エスディージーズ

ＤＧｓチャレンジ」

税　目 納期限
固定資産税４期 12月26日（月）
国民健康保険税６期 12月26日（月）

18歳（成年）になったらできること 20歳にならないとできないこと
（これまでと変わらないこと）

◆親の同意がなくても契約ができる
　・携帯電話の購入
　・ローンを組む
　・クレジットカードを作る
　・一人暮らしの部屋を借りる　など
◆10年有効のパスポートを取得する
◆�公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免
許などの資格を取る

◆結婚
　�女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上
げられ、男女とも18歳に
◆�性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審
判を受けられる

◆飲酒をする
◆喫煙をする
◆�競馬、競輪、オートレース、
競艇の投票券（馬券など）を
買う
◆養子を迎える
◆�大型・中型自動車運転免許の
取得

▲出典：政府広報オンライン

問合先／社会教育課青少年教育G　  （22）7251

18 歳から大人に！
成年年齢引き下げで変わったこと、変わらないこと

▲�消費者ホット
ライン

▲�法務省民事局

　民法改正により成年年齢が 18歳へ引き下
げられました。
　成年に達すると、親の同意がなくても自
分で契約ができるようになりますが、契約
にはさまざまなルールがあり、そうした知
識がないまま安易に契約を交わすと、トラ
ブルに巻き込まれる可能性もあります。
　詳しくは法務省 、消費者ホットライン
をご覧ください。
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